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○日光市ひとり親家庭医療費助成に関する条例 

平成１８年３月２０日 

条例第１４３号 

改正 平成１９年３月２３日条例第１２号 

平成２０年３月１９日条例第２２号 

平成２１年３月１２日条例第２１号 

平成２３年７月１日条例第３０号 

（目的） 

第１条 この条例は、ひとり親家庭の親と子に対し医療費の一部を助成することに

より、その心身の健康の向上を図り、もってひとり親家庭の福祉を増進すること

を目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「ひとり親家庭の親と子」とは、次に掲げる者をいう。 

（１） 配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。以下同じ。）と死別した者又は離婚した者で現に婚姻（婚姻の届

出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。）

をしていない者及びこれに準ずる者として規則で定める者（以下「配偶者のな

い者」という。）であって、満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日まで

の間にある児童を現に扶養している者及びその児童 

（２） 父母のない満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある

児童を現に扶養している配偶者のない者及びその児童 

２ この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。 

（１） 健康保険法（大正１１年法律第７０号） 

（２） 船員保険法（昭和１４年法律第７３号） 

（３） 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号） 

（４） 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号） 

（５） 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号） 

（６） 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号） 

（７） 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号） 

３ この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療

養費、家族療養費、保険外併用療養費、特別療養費、訪問看護療養費及び家族訪
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問看護療養費をいう。 

４ この条例において「一部負担金等」とは、保険給付を受ける者が医療保険各法

の規定により負担すべき額（付加給付等があるときは、その額を控除して得た額）

をいう。 

５ この条例において「受給資格者」とは、市長が交付するひとり親家庭医療費受

給資格者証（以下「受給資格者証」という。）を有する者をいう。 

６ この条例において「扶養義務者」とは、受給資格者の民法（明治２９年法律第

８９号）第８７７条第１項に定める扶養義務者で、その受給資格者と生計を同じ

くする者をいう。 

７ この条例において「医療機関等」とは、病院、診療所、薬局等のうち医療保険

各法の規定により保険給付を取り扱う者をいう。 

（平１９条例１２・平２０条例２２・一部改正） 

（助成対象者） 

第３条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者（以下「助成対象者」とい

う。）は、ひとり親家庭の親と子であって、医療保険各法の規定による被保険者

又は被扶養者であり、次の各号のいずれかに該当する者のうち、受給資格者証に

助成対象者として記載されている者とする。 

（１） 日光市の区域内に住所を有する者（国民健康保険法第１１６条の２の規

定により他の市町村が行う国民健康保険の被保険者となる者又は高齢者の医療

の確保に関する法律第５５条の規定により栃木県後期高齢者医療広域連合以外

の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となる者を除く。） 

（２） 国民健康保険法第１１６条の２の規定により日光市が行う国民健康保険

の被保険者となる者又は日光市に住所を有していたと認められることにより高

齢者の医療の確保に関する法律第５５条の規定により栃木県後期高齢者医療広

域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となる者 

（平２０条例２２・全改） 

（適用除外） 

第４条 前条の規定にかかわらず、受給資格者、助成対象者、扶養義務者又は受給

資格者の配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。以下同じ。）が次の各号のいずれかに該当するときは、助成しない。 

（１） 受給資格者の所得が、児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）第
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９条又は第９条の２の規定による支給制限に該当するとき。 

（２） 扶養義務者又は受給資格者の配偶者の所得が、児童扶養手当法第１０条

又は第１１条の規定による支給制限に該当するとき。 

（３） 助成対象者が、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）又はその他法

令等により医療費の給付の全部を受けることができるとき。 

（平２１条例２１・平２３条例３０・一部改正） 

（助成） 

第５条 市長は、助成対象者が保険給付を受けた場合には、助成対象者が医療機関

等に支払った一部負担金等の額に相当する額を助成する。 

（平１９条例１２・全改） 

（助成の申請及び申請期間） 

第６条 前条の助成は、申請に基づき行うものとする。 

２ 前項の申請期間は、保険給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して

１年とする。 

（助成金の返還） 

第７条 市長は、偽りその他不正な行為により、第５条に定める助成を受けた者が

あるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることがで

きる。 

（委任） 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の今市市ひとり親家庭医療費助成に

関する条例（昭和５１年今市市条例第１５号）、日光市ひとり親家庭医療費の助

成に関する条例（昭和５１年日光市条例第２６号）、藤原町ひとり親家庭医療費

の助成に関する条例（昭和５３年藤原町条例第１３号）、足尾町ひとり親家庭医

療費の助成に関する条例（昭和５１年足尾町条例第１９号）又は栗山村ひとり親

家庭医療費の助成に関する条例（昭和５１年栗山村条例第２１号）の規定により

なされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされ
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たものとみなす。 

附 則（平成１９年３月２３日条例第１２号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行日の前日までに受けた保険給付に係る助成については、なお従

前の例による。 

附 則（平成２０年３月１９日条例第２２号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに受けた保険給付に係る助成については、なお

従前の例による。 

附 則（平成２１年３月１２日条例第２１号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例によ

る。 

附 則（平成２３年７月１日条例第３０号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２３年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例によ

る。 

 


